


 
基本政策３ 市⺠生活を豊かにする環境づくり 

政
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  大気、緑、⽔、土壌、資源など、さまざまな自然の恵みは循環や再生を繰り返しながら、私た

ちの生命を支え続けており、生き生きとすこやかに暮らしていくためには、環境を守ることが不
可⽋です。 

  地球温暖化や資源・エネルギー問題など地球規模での環境問題がより深刻化する中で、環
境変化に対して柔軟に適応するとともに、市⺠、事業者などと協働しながら、地球や地域の
環境保全を進め、健康で快適に暮らし続けることができる持続可能なまちづくりを進めます。 

  また、川崎がこれまで培ってきた優れた環境技術や、公害を克服する過程で得られた経験を
活かして、新たな環境技術を創り出すとともに、多くの市⺠にとって⺟なる川とも⾔える多摩
川や、多摩丘陵など、生活にうるおいとやすらぎをもたらす市⺠共有の貴重な財産である緑
を次世代に継承するなど、⼈と自然が共生する社会を、さまざまな主体と⼒を合わせてつくり
だしていきます。 

（川崎市基本構想） 
 

政策の体系  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

基本政策３ 市⺠生活を豊かにする環境づくり

政策3-1 環境に配慮したしくみをつくる

政策3-2 地域環境を守る

政策3-3 緑と⽔の豊かな環境をつくりだす

基本政策 

３ 
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 政策３-１ 環境に配慮したしくみをつくる 
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政策３-１ 環境に配慮したしくみをつくる 

政策の⽅向性 
  本市はこれまで、低炭素社会の構築に向け、優れた環境技術の集積を活かしながら、市⺠や事業者

など多様な主体との協働により、地球温暖化対策に取り組んできました。 

  ⼀方で、地球温暖化により、異常気象や生態系への影響が生じていることから、これまで取り組んでき
た温室効果ガスの排出抑制などの緩和策とあわせ、地球温暖化による影響に対応した適応策に取り
組むとともに、市⺠や事業者の環境意識を醸成するなど、環境に配慮したしくみづくりを推進していきま
す。 

（川崎市基本計画） 

 

市⺠の実感指標 
市⺠の実感指標の名称 

（指標の出典） 
計画策定時 

（H27）[2015] 
現状 

（R1）[2019] 
目標 

（R7）[2025] 

地球温暖化の防止など、環境に配慮した生活
を送っている市⺠の割合 
（市⺠アンケート） 

53.2% 49.9% 55%以上 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
政策３-１ 環境に配慮したしくみをつくる

施策3-1-1 地球環境の保全に向けた取組の推進
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 施策 3-1-1 地球環境の保全に向けた取組の推進 

政
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策
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基
本
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画 
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行
管
理
・
評
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施策の⽅向性 
 
  脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」等を踏まえた、新たな「川崎市地球温暖化対

策推進基本計画」に基づく、脱炭素社会の実現に向けた取組の推進 

  地球温暖化に起因する異常気象等に対応する、気候変動適応策の取組の推進 

 
 

直接目標 
  地球温暖化による市⺠生活などへの影響を減らす 

 

主な成果指標 

 
 

  

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間

における目標値
第２期実施計画期間

における目標値
第３期実施計画期間

における目標値

％ ▲23.6 ％ ▲20 ％以上 ▲20.3 ％以上 ▲26.0
1990年度⽐ 1990年度⽐ 　　　1990年度⽐ 1990年度⽐ 1990年度⽐

％以上

2013年度⽐ 2013年度⽐ 2013年度⽐

▲9.6 ％ ▲18.5 ％以上
（令和２（2020）年度） （令和７（2025）年度）

市役所の温室効果ガス排出量の
削減割合（2013年度⽐）
（環境局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定

2013年度⽐

ー ー
2013年度⽐

％以上

（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度暫定値） （平成27（2015）年度） （令和元（2019）年度） （令和５（2023）年度）

市域の温室効果ガス排出量の削
減割合
（環境局調べ）

2013年度⽐ 2013年度⽐
第３期実施計画
から新たに設定 ▲10.2 ％ ー ー ▲13.1

▲13.8

（令和６（2024）年度）

市⺠や市内の事業者による環境に
配慮した取組(省エネなど)が進んで
いると思う市⺠の割合
（市⺠アンケート）

24.9 25.8 26 28 30％ ％

市域の再生可能エネルギー導入量
（環境局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー20.5万 24.3万kW kW以上

（令和２（2020）年度）

％以上 ％以上 ％以上
（平成27（2015）年度） （令和３（2021）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

5 

4 

3 
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施策 3-1-1 地球環境の保全に向けた取組の推進 
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計画期間の主な取組 

 
 
  

●「地球温暖化対策推進基本計画・実施計画」に基づく取組の推進

●市⺠、事業者等と協働した取組の推進

●かわさきエコ暮らし未来館等を活⽤した普及啓発の実施

●「地球温暖化対策の推進に関する条例」に基づく取組の運⽤

●優れた環境技術・製品等を認定・認証する制度等の運⽤

●「地球温暖化対策推進法」に基づく地域脱炭素化促進事業の推進

●「地域脱炭素ロードマップ（国・地⽅脱炭素実現会議）」に基づく脱炭素先⾏地域づくりの推進
・「脱炭素先⾏地域」
の候補地等の検討

・制度の運⽤及び⾒直
しに向けた検討

・制度の運⽤及び⾒直
しの実施

・体制の構築及び脱炭
素化に向けた取組の推
進

来場者数︓9,000⼈
以上

来場者数︓11,000
⼈以上

・中⼩規模事業者向
け省エネ診断の実施

低CO₂川崎ブランド認
定件数︓全116件

・「脱炭素先⾏地域」
における取組の推進

・基本計画の改定及び
実施計画の策定

・計画に基づく取組の
推進

・実施計画の改定
市⺠・ 事業者などの多様な
主体との協働により、2050
年の脱炭素社会の実現に向
けて、地球温暖化の原因とな
る⼆酸化炭素等の排出量削
減に向けた取組（緩和策）
及び気温上昇や短時間強⾬
の発生など気候変動の影響
に対する取組（適応策）を
推進します。

・川崎温暖化対策推
進会議（CC川崎エコ
会議）を活⽤した脱
炭素化推進体制の構
築に向けた検討

継続実施・脱炭素アクションみぞ
のくちを活⽤した⾏動
変容の促進

地球温暖化対策事業

低CO₂川崎ブランド認
定件数︓全122件以
上

低CO₂川崎ブランド認
定件数︓全128件以
上

低CO₂川崎ブランド認
定件数︓全134件以
上

継続実施

・「地域脱炭素化促進
区域」の候補地等の検
討

来場者数︓13,000
⼈以上

来場者数︓15,000
⼈以上

R2CC川崎エコ会議会
員数︓全110団体

CC川崎エコ会議会員
数︓全112団体以上

CC川崎エコ会議会員
数︓全116団体以上

CC川崎エコ会議会員
数︓全114団体以上

R2来場者数︓
5,407⼈
（R1︓14,688⼈）

・新たな制度の活⽤に
よる事業者の脱炭素
化の促進

低CO₂川崎ブランド認
定件数︓全140件以
上

・「地域脱炭素化促進
区域」における取組の
推進

事務事業名 令和７（2025）

・低CO₂川崎ブランド
制度等の運⽤

・制度の運⽤及び⾒直
しの検討

・計画書・報告書制度
の運⽤

現状 事業内容・目標
令和８（2026）

年度以降
令和３（2021） 令和４（2022）

年度
令和５（2023）

・地球温暖化防⽌活
動推進センターや地球
温暖化防⽌活動推進
員と連携した取組の推
進

継続実施

・検討結果を踏まえた
制度の運⽤

年度 年度 年度

CC川崎エコ会議会員
数︓全118団体以上

令和６（2024）
年度

事業推進

6 
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 施策 3-1-1 地球環境の保全に向けた取組の推進 
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●市⺠・事業者向けの再生可能エネルギー導⼊促進に向けた取組の推進

●公共建築物内照明LED化の推進に向けた取組の実施

●公共施設への再生可能エネルギー電⼒導⼊の推進

●地域エネルギー会社の活⽤による市域の再生可能エネルギー普及拡大に向けた取組の推進

●公共施設における環境配慮の徹底

●EV等の次世代自動⾞の普及促進に向けた取組の推進

●エコドライブの推進に向けた講習会や啓発事業の実施

●公⽤⾞への次世代自動⾞導⼊の推進

事業推進・住宅⽤創エネ・省エ
ネ・蓄エネ機器導入支
援の実施

事務事業名

環境エネルギー推進事業

・市⺠・事業者の⾏動
変容につながる新たな
しくみの検討

脱炭素社会の実現に向け、
市域の再生可能エネルギーの
利⽤拡大や 、創エネ・ 省エ
ネ・ 蓄エネを組み合わせた、
総合的なエネルギーに関する
取組を推進します。

・中⼩規模事業者等
の省エネ機器導入支
援の実施

継続実施

継続実施

令和８（2026）
年度以降

事業内容・目標現状

事業推進

公⽤乗⽤⾞の電動化
率︓45.0％以上

公⽤乗⽤⾞の電動化
率︓40.0％以上

R2事業者向けエコドラ
イブ講習会修了者
数︓89⼈

・次世代自動⾞のイン
フラ整備促進に向けた
支援、調整等の実施

事業者向けエコドライブ
講習会修了者数︓
89⼈以上

事業者向けエコドライブ
講習会修了者数︓
89⼈以上

事業者向けエコドライブ
講習会修了者数︓
89⼈以上

事業者向けエコドライブ
講習会修了者数︓
89⼈以上

・地域エネルギー会社の
設⽴

LED導入施設数︓全
350施設以上

R2LED導入施設
数︓全160施設

・再生可能エネルギー
電⼒導入の推進に向
けた取組の実施

・PPA（電⼒販売契
約）モデルを活⽤した
太陽光発電設備の導
入調査

次世代自動⾞等普及促
進事業

・「市建築物における環
境配慮標準」の⾒直し

・新たな「市建築物に
おける環境配慮標準」
の運⽤

・地域エネルギー会社の
活⽤による市域の再エ
ネ普及拡大に向けた取
組の推進

LED導入施設数︓全
410施設以上

LED導入施設数︓全
220施設以上

LED導入施設数︓全
290施設以上

・EVカーシェアリング体
感キャンペーン（R2)の
検証

・「市建築物における環
境配慮標準」の運⽤

・太陽光発電設備の
導入
・導入拡大に向けた追
加調査の実施

継続実施

・地域エネルギー会社の
設⽴に向けた取組の推
進

・次世代自動⾞の普
及促進に向けた取組の
実施脱炭素社会の実現に向け、

電気自動⾞（EV）や燃料
電池自動⾞等の次世代自
動⾞の普及やエコドライブの
普及に向けた取組を推進しま
す。

・事業完了

・再エネ導入に係る相
談機能の充実

継続実施・LED化の推進に向け
た取組の実施

令和３（2021） 令和４（2022） 令和５（2023） 令和６（2024） 令和７（2025）
年度 年度 年度 年度 年度

・新たなしくみの構築・
運⽤

・検討結果を踏まえた
取組の推進

・再エネ導入に係る義
務制度の検討

・国や近隣自治体と連
携した普及促進・導入
支援の実施

継続実施

R2公⽤乗⽤⾞の電動
化率︓36.1％

公⽤乗⽤⾞の電動化
率︓38.0％以上

公⽤乗⽤⾞の電動化
率︓42.0％以上

継続実施
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施策 3-1-1 地球環境の保全に向けた取組の推進 
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●グリーンイノベーションの創出に向けた研究会等の開催

●グリーンイノベーションに関する情報発信

●⾦融機関と連携したグリーンファイナンスの促進

●環境規制のワンストップ窓⼝の構築による事業者支援の実施

●各法・条例の特例制度の活⽤及び拡充による事業者支援の実施

●「環境教育・学習アクションプログラム」に基づく環境教育の総合的な推進

●学校等と連携した環境教育・学習の推進

●大⼈向け環境教育・学習の推進

令和７（2025） 令和８（2026）令和５（2023）

・GIGAスクールに対応
した環境副読本等によ
る環境教育の推進

・特例制度の活⽤及び
拡充による事業者支
援の実施

継続実施

令和３（2021）
年度 年度 年度

・事業者と連携した研
究会やセミナー等の開
催

継続実施

年度

事業推進

地域環境リーダー数︓
全372⼈

地域環境リーダー数︓
全384⼈以上

地域環境リーダー数︓
全396⼈以上

地域環境リーダー数︓
全408⼈以上

地域環境リーダー数︓
全420⼈以上

・ワンストップ窓⼝の構
築に向けた検討

事業推進

・ワンストップ窓⼝の構
築及び活⽤による事業
者支援の実施

・「環境教育・学習アク
ションプログラム」に基づ
く取組の推進

・特例制度の活⽤及び
拡充に向けた検討

継続実施

・環境副読本のGIGA
スクール対応等の検
討、実施

・地域環境リーダー育
成講座の開催

・幼児環境教育プログ
ラムを活⽤した環境教
育の推進

・幼児環境教育プログ
ラムの⾒直し

・新たな幼児環境教育
プログラムを活⽤した環
境教育の実施

持続可能な社会の構築と脱
炭素社会の実現に向けた⼈
材育成のため、環境配慮⾏
動を促すし くみの基盤となる
環境教育・学習の取組を地
域全体で推進します。

環境教育推進事業

グリーンイノベーション・国
際環境施策推進事業

令和６（2024）
年度

・展示会等を通じた情
報発信の実施

継続実施

・フォーラム等の開催 継続実施

現状 事業内容・目標

脱炭素社会の実 現に 向け
て、本市の強みと特徴である
環境技術・産業の集積を活
かし た「 環境」と「経済」 の調
和と好循環の取組をより⼀層
推進することで、グリーンイノ
ベーショ ンを促進していきま
す。

・⾦融機関と企業の対
話ツールの作成

・⾦融機関と連携した
取組の推進

年度以降
事務事業名 令和４（2022）
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政策３-２ 地域環境を守る 

政策の⽅向性 
  本市における大気や水質などは、汚染物質の排出抑制の取組により、大きく改善が図られていますが、

⼀部で環境基準を達成していない状況もあることから、引き続き環境改善に向けた取組を推進します。 

  また、廃棄物については、分別収集などの取組により大きく減量化・資源化が図られていることから、より
⼀層の環境負荷の低減を図るため、市⺠・事業者・⾏政の協働による廃棄物の発生抑制、再使⽤に
ついて重点的に取り組みます。 

（川崎市基本計画） 

 

市⺠の実感指標 
市⺠の実感指標の名称 

（指標の出典） 
計画策定時 

（H27）[2015] 
現状 

（R1）[2019] 
目標 

（R7）[2025] 

市内の空気や川などの⽔がきれいになったと思
う市⺠の割合 
（市⺠アンケート） 

55.6% 49.3% 60%以上 

ごみの分別や資源のリサイクルなど、ごみを減ら
す取組を⾏っている市⺠の割合 
（市⺠アンケート） 

86.6% 82.2% 90%以上 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
政策３-２ 地域環境を守る

施策3-2-1 地域環境対策の推進

施策3-2-2 持続可能な循環型のまちをめざした取組の推進
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施策 3-2-1 地域環境対策の推進 
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施策3-2-1 地域環境対策の推進 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 法・条例に基づく工場・事業場への監視・指導や国・近隣自治体と連携した環境対策等に取り組んで

います。 大気環境については、⼆酸化窒素やPM2.5（微⼩粒⼦状物質）が近年連続して全測定
局で環境基準を達成し、水環境については、河川のBOD（生物化学的酸素要求量）が、市内すべ
ての測定地点で環境基準値に適合しています。 

 
 よりよい大気や水などの環境を次の世代へ引き継ぐため、環境保全の基盤となる法・条例に基づくこれ

までの取組に加えて、多様な主体との協働・連携や環境配慮意識の向上など、新たな視点による取組
を盛り込んだ「大気・水環境計画」を策定しました。 

 

施策の主な課題 
 大気や水などの環境は改善傾向にあるものの、光化学スモッグ注意報が毎年発令されているほか、⼀

部で環境基準を達成していない状況もあることから、更なる環境負荷の低減を図るとともに、環境に関
する市⺠実感の向上に向けて、法・条例に基づく取組や、環境配慮意識の向上につながる取組を推
進する必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 
  環境基準等の達成維持に向けた、環境関連法や市条例に基づく取組の着実な実施 

  更なる環境負荷の低減と環境に関する市⺠実感の向上をめざした「大気・⽔環境計画」に基づく、
多様な主体と連携した取組や事業者の自主的な取組等の推進 

 

1 

3 

資料︓環境局調べ 

2 
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施策 3-2-1 地域環境対策の推進 
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施策3-2-1 地域環境対策の推進 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 法・条例に基づく工場・事業場への監視・指導や国・近隣自治体と連携した環境対策等に取り組んで

います。 大気環境については、⼆酸化窒素やPM2.5（微⼩粒⼦状物質）が近年連続して全測定
局で環境基準を達成し、水環境については、河川のBOD（生物化学的酸素要求量）が、市内すべ
ての測定地点で環境基準値に適合しています。 

 
 よりよい大気や水などの環境を次の世代へ引き継ぐため、環境保全の基盤となる法・条例に基づくこれ

までの取組に加えて、多様な主体との協働・連携や環境配慮意識の向上など、新たな視点による取組
を盛り込んだ「大気・水環境計画」を策定しました。 

 

施策の主な課題 
 大気や水などの環境は改善傾向にあるものの、光化学スモッグ注意報が毎年発令されているほか、⼀

部で環境基準を達成していない状況もあることから、更なる環境負荷の低減を図るとともに、環境に関
する市⺠実感の向上に向けて、法・条例に基づく取組や、環境配慮意識の向上につながる取組を推
進する必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 
  環境基準等の達成維持に向けた、環境関連法や市条例に基づく取組の着実な実施 

  更なる環境負荷の低減と環境に関する市⺠実感の向上をめざした「大気・⽔環境計画」に基づく、
多様な主体と連携した取組や事業者の自主的な取組等の推進 

 

1 

3 

資料︓環境局調べ 

2 
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 施策 3-2-1 地域環境対策の推進 
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直接目標 
  空気や⽔などの地域環境を守る 

 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 
 
 
 
 

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間

における目標値
第２期実施計画期間

における目標値
第３期実施計画期間

における目標値

光化学スモッグ注意報の発令⽇数
（環境局調べ） ⽇

（平成26（2014）年度） （令和２（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

光化学オキシダント環境改善評価
指標値
（環境局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー

6 ⽇ 2 ⽇ 2 ⽇以下 0 ⽇ 0

100 ％ 100 ％ 100
0.06ppmを達成した割合 0.06ppmを達成した割合 0.06ppmを達成した割合 0.06ppmを達成した割合 0.06ppmを達成した割合

％

0.0106 ppm 0.0105 ppm以下
（令和２（2020）年度） （令和７（2025）年度）

75 % 100 %
（令和２（2020）年度） （令和７（2025）年度）

（平成26（2014）年度） （令和２（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

「きれいな水」の指標魚種の生息地
点割合
（環境局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー

⼆酸化窒素の環境基準を達成し
た測定局の割合
（環境局調べ）

0.04ppmを達成した割合 0.04ppmを達成した割合
第３期実施計画
から新たに設定 58.8 ％ ー ー 72.2 ％以上

94.4 ％ 100 ％

0.04ppmを達成した割合 0.04ppmを達成した割合 0.04ppmを達成した割合

（令和２（2020）年度） （令和７（2025）年度）

河川のBOD、運河部のCODの環
境基準値適合割合
（環境局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー100 % 100 %

●光化学オキシダント及びPM2.5対策の実施

●工場・事業場周辺の有害大気汚染物質排出実態調査の実施

●公共⽤⽔域（河川・海域）における⽔質・生物調査等の実施

●大気・⽔環境の保全に係る広域連携等による取組の推進

●事故、災害時における有害物質等の流出防止に備えた取組

事業推進

東京湾環境⼀⻫調査
への市内の参加団体
数︓20団体

東京湾環境⼀⻫調査
への市内の参加団体
数︓20団体以上

東京湾環境⼀⻫調査
への市内の参加団体
数︓20団体以上

東京湾環境⼀⻫調査
への市内の参加団体
数︓20団体以上

東京湾環境⼀⻫調査
への市内の参加団体
数︓20団体以上

・実態調査及び調査
結果に基づく指導・助
⾔の実施

継続実施

継続実施

事務事業名 令和７（2025） 令和８（2026）
年度 年度 年度 年度以降

・関係機関と連携した
事故、災害対応

現状 事業内容・目標
令和３（2021） 令和６（2024）

年度
令和４（2022）

年度
令和５（2023）

継続実施

更なる環境負荷の低減に向
けて、市⺠の環境配慮意識
の向上を図るとともに、大気・
水環境の改善に係る取組を
推進します。

・「きれいな水」の指標
魚種の調査

・事業者の自主的な排
出削減を促進する取
組の実施

大気・⽔環境保全事業

継続実施

6 

5 

4 
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施策 3-2-1 地域環境対策の推進 
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●関係法令等に基づく工場・事業場への監視及び排出低減に向けた指導

●関係法令等に基づく届出等の審査

●建築物等の解体等作業における石綿の飛散防止対策の実施

●大気汚染防止法に基づく二酸化窒素、PM2.5、ベンゼン等の常時監視の実施

●⽔質汚濁防止法に基づく公共⽤⽔域（河川・海域）及び地下⽔の⽔質の常時監視の実施

●ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気、⽔質、底質及び土壌の常時監視の実施

●放射能関連施設周辺等の環境放射能に係るモニタリング調査の実施

●最新規制適合⾞や低公害⾞の普及促進に向けた取組の推進

●事業者の交通⾏動変容に向けた普及啓発の実施

●ディーゼル⾞運⾏規制に基づく⾞両検査等の実施

●エコ運搬制度による自動⾞環境対策の推進

●ディーゼル⾞のZEV（ゼロエミッション・ビークル）化の推進

●「大気・⽔環境計画」に基づく取組の推進

●環境配慮意識の向上に向けた取組の推進

●多様な主体との協働・連携の推進

環境が良好であるという市⺠
の実感向上に向け、「大気・
水環境計画」に基づいた情報
発信や、市⺠・事業者との協
働連携などの取組を推進しま
す。

地域環境計画・共創推進
事業

・関係自治体等と連携
した普及啓発の実施

自動⾞から排出される窒素
酸化物等の削減に向け、低
公害⾞の普及促進やディーゼ
ル⾞運⾏規制、国・関係自
治体等と連携した対策などの
取組を⾏います。

継続実施

継続実施

・常時監視の実施 継続実施

R2検査台数︓305
台

・制度の運⽤

・計画に基づく取組の
推進

・届出等の審査・指導
の実施

継続実施

・計画の策定

・商⽤⾞のZEV化の推
進に向けた検討

検査台数︓305台以
上

検査台数︓305台以
上

検査台数︓305台以
上

令和５（2023） 令和６（2024）

大気・⽔質発生源対策事
業

・届出等の審査の実施 継続実施

環境基準の達成・ 維持等の
ため、関係法令等に基づき、
大気汚染・水質汚濁の発生
源対策を推進するほか、石
綿の飛散防⽌対策を実施し
ます。

関係法令等に基づき大気や
水の常時監視を実施するとと
もに、放射能関連施設周辺
等において環境放射能モニタ
リングを⾏います。

・導入補助制度の運
⽤

環境常時監視事業

R2⽴入調査件数
大気︓27件
水質︓85件

・測定機増設（多摩
区）

∘環境の「自分ごと化」を図るための市⺠・事業者とのワークショップ等の実施

∘市⺠による「水辺の親しみやすさ調査」の実施及び調査結果の情報発信
実施回数︓6回 実施回数︓6回以上 実施回数︓6回以上 実施回数︓6回以上 実施回数︓6回以上

実施回数︓5回以上 実施回数︓5回以上 実施回数︓5回以上 実施回数︓5回以上
∘環境シビックプライドの醸成を図るための出前授業等の実施
実施回数︓5回

実施回数︓3回 実施回数︓3回以上 実施回数︓3回以上 実施回数︓3回以上 実施回数︓3回以上

∘大気を⾝近に感じる機会の創出に向けた視程調査等の実施
実施回数︓3回以上実施回数︓3回以上実施回数︓3回以上実施回数︓3回以上実施回数︓3回

自動⾞排出ガス対策事
業

・常時監視の実施

事業推進

R2調査実施回数︓
12回

・常時監視の実施 継続実施

調査実施回数︓12
回以上

調査実施回数︓12
回以上

事業推進

継続実施

調査実施回数︓12
回以上

・大師⼀般環境大気
測定局の移設

・富⼠⾒公園自動⾞
排出ガス測定局の移
設

調査実施回数︓12
回以上

⽴入調査件数
大気︓29件以上
水質︓85件以上

⽴入調査件数
大気︓29件以上
水質︓85件以上

⽴入調査件数
大気︓29件以上
水質︓85件以上

事業推進

令和７（2025）

⽴入調査件数
大気︓29件以上
水質︓85件以上

・検討結果を踏まえた
商⽤⾞のZEV化の推
進

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021） 令和４（2022）

・環境配慮⾏動メ
ニューなどの周知

継続実施

令和８（2026）
年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

継続実施

検査台数︓305台以
上

事業推進
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 施策 3-2-2 持続可能な循環型のまちをめざした取組の推進 
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施策3-2-2 持続可能な循環型のまちをめざした取組の推進 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 地球環境にやさしい持続可能なまちの実現をめざし

て、⼀般廃棄物処理基本計画に基づき、リサイクル
に関する意識向上はもとより、リサイクルよりも環境
負荷が少ない2R（リデュース・リユース）に取り組
むことで、１⼈１⽇あたりのごみ排出量は平成29
（2017）年度から３年連続で政令指定都市最
少となりました。なお、令和２（2020）年度は新
型コロナウイルス感染症の影響等により、ごみ焼却
量が増加しました。 

 ⼀時多量ごみについて⺠間事業者を活⽤した新た
な収集運搬制度を開始するなど、廃棄物⾏政を
取り巻く諸課題に関する取組を進めるとともに、廃
棄物の収集運搬について、令和３（2021）年
度から、普通ごみ等収集運搬業務の⼀部の委託化を図り、⺠間部⾨を活⽤しながら安定性・安全性
を確保しつつ効率的・効果的に事業を推進しています。また、安定的な廃棄物処理を⾏うため、⻑期
的な視点で適切な処理施設等の更新を進めています。 

 集積所等からの家庭系廃棄物の持ち去り⾏為が発生している現状を踏まえ、市⺠の安全安心なごみ
出し環境の保全と廃棄物の適正処理を推進するため、「廃棄物の処理及び再生利⽤等に関する条
例」を改正し、持ち去りを禁⽌する規定等を設けました。 

施策の主な課題 
 ⼈⼝増加や、新型コロナウイルス感染症に伴うテレワーク等の生活様式の変化などにより、ごみ総排出

量等への影響があることから、これまで以上に市⺠⼀⼈ひとりに環境に配慮した⾏動を促し、ごみの減
量化・資源化を推進するとともに、安定的な廃棄物処理に向けて、適切な施設等の更新を進める必
要があります。 

 廃棄物処理事業において、プラスチックごみの焼却に伴い多くの温室効果ガスを排出していることから、
脱炭素社会の実現に向けて、特にプラスチック類の資源循環を推進していく必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 
  市⺠・事業者・⾏政の協働によるごみの減量化・資源化の推進 

  安定性・安全性を確保した効率的・効果的な廃棄物処理事業の推進 

  脱炭素化に向けたプラスチック資源循環の推進 

 
 

資料︓環境局調べ 

3 

2 

1 
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施策 3-2-2 持続可能な循環型のまちをめざした取組の推進 

 

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 
基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
行
管
理
・
評
価 

直接目標 
  廃棄物の発生抑制、再使⽤、再生利⽤を進める 

 

主な成果指標 

 
  

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間

における目標値
第２期実施計画期間

における目標値
第３期実施計画期間

における目標値

t以下

872 g以下
（平成26（2014）年度） （令和２（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

1⼈1⽇あたりのごみ排出量
（環境局調べ）

998 ｇ 902 g 971 ｇ以下 917 g以下

（令和７（2025）年度）

プラスチック製容器包装の分別率
（環境局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー37.8 % 45.0 %以上

（令和２（2020）年度）

33.0万 t以下
（平成26（2014）年度） （令和２（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

ごみ焼却量（１年間）
（環境局調べ）

37.1万 t 35.8万 t 36.0万 t以下 34.4万

5 

4 
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 施策 3-2-2 持続可能な循環型のまちをめざした取組の推進 

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 

基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
行
管
理
・
評
価 

計画期間の主な取組 

 
 

●ごみの減量化及び資源化に向けた普及啓発、市⺠参加等の推進

●資源物等のリユース・リサイクルの推進

●食品廃棄物削減の推進

●3Rに取り組む店舗等に係る認定制度の普及

●事業系ごみの減量化等に向けた広報の充実と指導の徹底

●事業系資源物のリサイクルの推進

●食品ロス対策等の推進

循環型社会の構築をめざし、
ごみの減量化及びリサイクルを
推進するため、各種事業を実
施します。

ふれあい出張講座実施
数︓50回以上

ふれあい出張講座実施
数︓70回以上

ふれあい出張講座実施
数︓95回以上

・実証結果を踏まえた
粗大ごみリユースの取
組の推進

拠点回収量︓114ｔ
以上

拠点回収量︓122ｔ
以上

拠点回収量︓130ｔ
以上

・ナッジの活⽤等による
分別率向上に向けた
取組の実施

出前ごみスクール実施
学校数︓107校以上

出前ごみスクール実施
学校数︓107校以上

出前ごみスクール実施
学校数︓107校以上

多量排出事業者等へ
の⽴入調査実施数︓
216件以上

食品ロス削減協⼒
店︓550店以上

食品ロス削減協⼒
店︓625店以上

ごみゼロカフェ開催数:3
回以上

多量排出事業者等へ
の⽴入調査実施数︓
216件以上

食品ロス削減協⼒
店︓700店以上

・主要駅等でのポイ捨
て禁⽌キャンペーンなど
の実施

継続実施

継続実施

拠点回収量︓138ｔ
以上

フードドライブ回収実
績︓600件以上

令和５（2023）

事業推進

事業系⼀般廃棄物の
焼却量︓90,700ｔ
以下

事業系⼀般廃棄物の
焼却量︓93,600ｔ
以下

事業推進

フードドライブ回収実
績︓750件以上

エコショップ︓475店以
上

リユース・リサイクルショッ
プ︓53店以上
エコショップ︓480店以
上

エコショップ︓470店以
上

年度 年度以降

フードドライブ回収実
績︓650件以上

フードドライブ回収実
績︓700件以上

リユース・リサイクルショッ
プ︓51店以上

ふれあい出張講座実施
数︓120回以上

生ごみリサイクルリーダー
による講座等の参加者
数︓1,880⼈以上

生ごみリサイクルリーダー
による講座等の参加者
数︓1,860⼈以上

生ごみリサイクルリーダー
による講座等の参加者
数︓1,870⼈以上

ごみゼロカフェ開催数:3
回以上

ごみゼロカフェ開催数:3
回以上

多量排出事業者等へ
の⽴入調査実施数︓
216件以上

事務事業名 令和７（2025）

リユース・リサイクルショッ
プ︓52店以上

事業系ごみ減量化推進
事業

事業系ごみの減量化・ 適正
処理を図るため、排出事業
者への普及啓発・指導を⾏い
ます。

R2出前ごみスクール実
施学校数︓85校
（R1︓107校）
R2ふれあい出張講座
実施数︓13回
（R1︓120回）

事業系⼀般廃棄物の
焼却量︓99,500ｔ
以下

事業系⼀般廃棄物の
焼却量︓96,600ｔ
以下

現状 事業内容・目標
令和３（2021） 令和６（2024）

年度
令和４（2022）

年度
令和８（2026）

年度 年度

出前ごみスクール実施
学校数︓107校以上

減量リサイクル推進事業

継続実施

・リサイクルルートの拡充
の実施

継続実施

R2エコショップ︓430
店

リユース・リサイクルショッ
プ︓50店以上
エコショップ︓465店以
上

R2拠点回収量︓95
ｔ
（R1︓138t）
・資源集団回収の充
実に向けた取組の実施

・リサイクルルートの利⽤
促進に向けた啓発の実
施

R2多量排出事業者
等への⽴入調査実施
数︓144件
（R1︓216件）

R2フードドライブ回収
実績︓517件

R2リユース・リサイクル
ショップ︓44店

・３きり運動（使いき
り・食べきり・水きり）の
普及啓発の実施
・食品ロス対策のツール
作成に向けた検討

・⺠間企業との連携に
よる粗大ごみリユース事
業の実証実験の実施

・食品ロス対策のツール
の作成、取組の推進

R2生ごみリサイクルリー
ダーによる講座等の参
加者数︓152⼈
（R1︓1,828⼈）

ごみゼロカフェ開催数:3
回以上

R2ごみゼロカフェ開催
数:2回
（R1︓3回）

多量排出事業者等へ
の⽴入調査実施数︓
216件以上

R2食べきり協⼒店︓
262店

食品ロス削減協⼒
店︓475店以上

R2事業系⼀般廃棄
物の焼却量︓
94,918ｔ
（R1︓105,486t）

食品リサイクルに関する
事業者への指導・要請

継続実施

生ごみリサイクルリーダー
による講座等の参加者
数︓1,850⼈以上

6 
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●資源物、小物⾦属、粗大ごみの分別収集の実施

●普通ごみの効率的かつ適正な収集運搬の実施

●ふれあい収集による⾼齢者・障害者への支援

●効率的・効果的な収集運搬体制の構築

●資源物の適正かつ安定的な中間処理・資源化の推進

●焼却ごみの適正かつ安定的な処理

●３処理センター体制における円滑な処理体制の運営

●放射性物質が検出され保管している灰の安全な保管及び処分の実施

●環境負荷の低減に向けた取組の推進

●浮島処理センター基幹的施設整備事業の推進

●王禅寺処理センター基幹的施設整備事業の推進

●浮島１期廃棄物埋⽴処分場基幹的施設整備事業の推進

●橘処理センター整備事業の推進

●堤根処理センター整備事業の推進

●⼊江崎クリーンセンター整備事業の推進

●南部リサイクルセンター整備事業の推進

・埋⽴完了

・整備完了
廃棄物処理施設基幹的
整備事業

分別収集した資源物の中間
処理を⾏い、適正に資源化
を⾏うとともに、焼却ごみにつ
いては処理センターにおいて適
正かつ安定的に処理を⾏いま
す。

・中原、宮前生活環境
事業所管内の普通ご
みの⼀部⺠間委託の
開始
・処理センターの整備
計画等を踏まえた収集
運搬体制の検討

・ごみの焼却処理の実
施

継続実施

・整備手法に係る検討

・環境影響評価手続
の実施

継続実施

継続実施

・超⾼齢社会を⾒据え
た効率的・効果的なふ
れあい収集の今後の方
向性の検討

資源物・ごみ収集事業

・環境マネジメントシス
テムの運⽤

廃棄物処理施設の安定的な
運⽤のため、廃棄物処理施
設等の大規模改修を実施し
ます。

廃棄物処理事業を⻑期安
定的に運営していく ため、⽼
朽化した施設について建替等
を⾏います。

・建設工事完了・建設工事の実施
廃棄物処理施設建設事
業

・⻑寿命化計画作成

・敷地基礎調査の実
施

・整備の実施

事業推進

稼働予定
(R17)〔2035〕

・環境影響評価事後
調査の実施

・整備計画の作成 ・契約事務等 ・建設工事着手

・分別収集の実施

稼働予定
(R10)〔2028〕

事業推進・契約事務等

・整備計画作成

市⺠生活を支えるライフライン
として、排出された資源物・ご
みを安定的に安全に収集す
るとともに、委託化された収集
業務については適正に執⾏さ
れるよう事業者への指導等の
取組を進めます。

・収集運搬の実施

年度
令和７（2025）

年度 年度

継続実施

継続実施・自ら⼀定の場所まで
ごみを持ち出すことので
きない方々に対し玄関
先などまでごみを取りに
⾏く「ふれあい収集」の
実施

年度

・保管灰の埋⽴の実施 ・埋⽴地の適切な管理
等の実施

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021） 令和４（2022） 令和５（2023） 令和６（2024） 令和８（2026）
年度以降

事業推進

年度

・契約事務等 ・既存施設解体撤去
工事着手

事業推進

事業推進

・整備計画の作成

・施設稼働

・川崎、多摩生活環境
事業所管内の普通ご
みの⼀部⺠間委託の
検討

継続実施

資源物・ごみ処理事業

・浮島・橘・王禅寺体
制における円滑な処理
体制の運営

・資源物の中間処理・
資源化の実施

・浮島・堤根・王禅寺
体制における円滑な処
理体制の運営

・橘処理センターの稼
働及び堤根処理セン
ターの休⽌を踏まえた
収集運搬体制の運⽤
開始
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基
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基
本
政
策
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基
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４ 

基
本
政
策
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計
画 

進
行
管
理
・
評
価 

 

●資源物、小物⾦属、粗大ごみの分別収集の実施

●普通ごみの効率的かつ適正な収集運搬の実施

●ふれあい収集による⾼齢者・障害者への支援

●効率的・効果的な収集運搬体制の構築

●資源物の適正かつ安定的な中間処理・資源化の推進

●焼却ごみの適正かつ安定的な処理

●３処理センター体制における円滑な処理体制の運営

●放射性物質が検出され保管している灰の安全な保管及び処分の実施

●環境負荷の低減に向けた取組の推進

●浮島処理センター基幹的施設整備事業の推進

●王禅寺処理センター基幹的施設整備事業の推進

●浮島１期廃棄物埋⽴処分場基幹的施設整備事業の推進

●橘処理センター整備事業の推進

●堤根処理センター整備事業の推進

●⼊江崎クリーンセンター整備事業の推進

●南部リサイクルセンター整備事業の推進

・埋⽴完了

・整備完了
廃棄物処理施設基幹的
整備事業

分別収集した資源物の中間
処理を⾏い、適正に資源化
を⾏うとともに、焼却ごみにつ
いては処理センターにおいて適
正かつ安定的に処理を⾏いま
す。

・中原、宮前生活環境
事業所管内の普通ご
みの⼀部⺠間委託の
開始
・処理センターの整備
計画等を踏まえた収集
運搬体制の検討

・ごみの焼却処理の実
施

継続実施

・整備手法に係る検討

・環境影響評価手続
の実施

継続実施

継続実施

・超⾼齢社会を⾒据え
た効率的・効果的なふ
れあい収集の今後の方
向性の検討

資源物・ごみ収集事業

・環境マネジメントシス
テムの運⽤

廃棄物処理施設の安定的な
運⽤のため、廃棄物処理施
設等の大規模改修を実施し
ます。

廃棄物処理事業を⻑期安
定的に運営していく ため、⽼
朽化した施設について建替等
を⾏います。

・建設工事完了・建設工事の実施
廃棄物処理施設建設事
業

・⻑寿命化計画作成

・敷地基礎調査の実
施

・整備の実施

事業推進

稼働予定
(R17)〔2035〕

・環境影響評価事後
調査の実施

・整備計画の作成 ・契約事務等 ・建設工事着手

・分別収集の実施

稼働予定
(R10)〔2028〕

事業推進・契約事務等

・整備計画作成

市⺠生活を支えるライフライン
として、排出された資源物・ご
みを安定的に安全に収集す
るとともに、委託化された収集
業務については適正に執⾏さ
れるよう事業者への指導等の
取組を進めます。

・収集運搬の実施

年度
令和７（2025）

年度 年度

継続実施

継続実施・自ら⼀定の場所まで
ごみを持ち出すことので
きない方々に対し玄関
先などまでごみを取りに
⾏く「ふれあい収集」の
実施

年度

・保管灰の埋⽴の実施 ・埋⽴地の適切な管理
等の実施

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021） 令和４（2022） 令和５（2023） 令和６（2024） 令和８（2026）
年度以降

事業推進

年度

・契約事務等 ・既存施設解体撤去
工事着手

事業推進

事業推進

・整備計画の作成

・施設稼働

・川崎、多摩生活環境
事業所管内の普通ご
みの⼀部⺠間委託の
検討

継続実施

資源物・ごみ処理事業

・浮島・橘・王禅寺体
制における円滑な処理
体制の運営

・資源物の中間処理・
資源化の実施

・浮島・堤根・王禅寺
体制における円滑な処
理体制の運営

・橘処理センターの稼
働及び堤根処理セン
ターの休⽌を踏まえた
収集運搬体制の運⽤
開始
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●「⼀般廃棄物処理基本計画・⾏動計画」に基づく3R等の取組の推進

●プラスチック資源循環の推進

●余熱利⽤市⺠施設の管理運営等

●橘リサイクルコミュニティセンターの管理運営等

・市⺠・事業者との協
働による市域内循環に
向けた取組の推進

事業推進

令和８（2026）
年度年度

令和３（2021） 令和４（2022）

・橘リサイクルコミュニティ
センターのあり方に関す
る検討

・堤根処理センター建
替に伴う堤根余熱利
⽤市⺠施設の休⽌

事務事業名

・プラスチックごみ⼀括
回収に向けた実証事
業等の実施

余熱利⽤市⺠施設利
⽤者数（王禅寺）︓
200,000⼈以上

余熱利⽤市⺠施設等運
営事業

年度 年度

・マイボトル利⽤促進に
向けた給水スポットの導
入実証事業の実施
・排出動向等調査の
実施

現状 事業内容・目標

余熱利⽤市⺠施設利
⽤者数（王禅寺）︓
377,000⼈以上

令和５（2023） 令和６（2024） 令和７（2025）

余熱利⽤市⺠施設利
⽤者数（王禅寺）︓
240,000⼈以上

余熱利⽤市⺠施設利
⽤者数（王禅寺）︓
300,000⼈以上

・第３期⾏動計画の
策定

・基本計画の改定

・調査結果を活⽤した
資源循環の取組の推
進

・⼀部地域での先⾏実
施

・対象地域の拡大

・実証結果を踏まえた
取組の推進

・基本計画・⾏動計画
に基づく取組の推進

年度

事業推進

・橘リサイクルコミュニティ
センターの機能廃⽌

・市⺠・事業者との協
働による市域内循環に
向けた取組の検討・実
施

地球環境にや さしい持続可
能なまちの実現をめざして、
「 ⼀般廃棄物処理基本計
画」に基づき、3R等を推進し
ます。

年度以降

市⺠の健康の増進と文化の
振興を図り、もってその福祉の
向上に寄与するため、ごみ焼
却に伴う余熱を有効利⽤し、
余熱利⽤市⺠施設を管理
運営します。 ・堤根余熱利⽤市⺠

施設の整備に向けた検
討

R2余熱利⽤市⺠施
設利⽤者数︓堤根
73,791⼈
、王禅寺222,672⼈
（H30︓堤根
153,208⼈、王禅寺
376,091⼈）

・検討結果を踏まえた
取組の推進

廃棄物企画調整事業
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政策３-３ 緑と水の豊かな環境をつくりだす 
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進
行
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理
・
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政策３-３ 緑と⽔の豊かな環境をつくりだす 

政策の⽅向性 
  本市には、多摩川、多摩丘陵などの自然をはじめ、これまで保全・整備を進めてきた都市公園や緑地、

農地、河川など、多様な生物が息づく環境が残されています。豊かな自然環境は⼈々に安らぎをもたら
すとともに、まちの品格を⾼めるなど、存在していることの効⽤が大きいことから、⾏政と企業、市⺠などさ
まざまな主体が協働、連携し、保全、創出、育成の取組を持続的に進め、市⺠の貴重な財産として次
世代に継承していきます。 

（川崎市基本計画） 

 

市⺠の実感指標 
市⺠の実感指標の名称 

（指標の出典） 
計画策定時 

（H27）[2015] 
現状 

（R1）[2019] 
目標 

（R7）[2025] 

市内にある自然（緑地、河川など）や公園に
満⾜している市⺠の割合 
（市⺠アンケート） 

44.4% 45.7% 50%以上 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
政策３-３ 緑と⽔の豊かな環境をつくりだす

施策3-3-1 協働の取組による緑の創出と育成

施策3-3-2 魅⼒ある公園緑地等の整備

施策3-3-3 多摩丘陵の保全

施策3-3-4 農地の保全・活⽤と「農」とのふれあいの推進

施策3-3-5 多摩川の魅⼒を活かす総合的な取組の推進
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政策３-３ 緑と⽔の豊かな環境をつくりだす 

政策の⽅向性 
  本市には、多摩川、多摩丘陵などの自然をはじめ、これまで保全・整備を進めてきた都市公園や緑地、

農地、河川など、多様な生物が息づく環境が残されています。豊かな自然環境は⼈々に安らぎをもたら
すとともに、まちの品格を⾼めるなど、存在していることの効⽤が大きいことから、⾏政と企業、市⺠などさ
まざまな主体が協働、連携し、保全、創出、育成の取組を持続的に進め、市⺠の貴重な財産として次
世代に継承していきます。 

（川崎市基本計画） 

 

市⺠の実感指標 
市⺠の実感指標の名称 

（指標の出典） 
計画策定時 

（H27）[2015] 
現状 

（R1）[2019] 
目標 

（R7）[2025] 

市内にある自然（緑地、河川など）や公園に
満⾜している市⺠の割合 
（市⺠アンケート） 

44.4% 45.7% 50%以上 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
政策３-３ 緑と⽔の豊かな環境をつくりだす

施策3-3-1 協働の取組による緑の創出と育成

施策3-3-2 魅⼒ある公園緑地等の整備

施策3-3-3 多摩丘陵の保全

施策3-3-4 農地の保全・活⽤と「農」とのふれあいの推進

施策3-3-5 多摩川の魅⼒を活かす総合的な取組の推進
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 施策 3-3-1 協働の取組による緑の創出と育成 
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施策3-3-1 協働の取組による緑の創出と育成 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 地域のそれぞれの公園緑地の課題を解決するとともに、

市⺠が⾝近な生活環境で緑を実感できるよう、「管理
運営協議会」や「緑の活動団体」など、さまざまな主体
と連携、協働しながら、公園緑地の保全を進めていま
す。 

 市域に残された貴重な樹林や農地、水辺地等には、
多様な生物が生息しており、地域の特性に応じ、市
⺠・事業者等さまざまな主体と連携して、生き物の生
息・成育環境の保全、普及啓発を進めています。 

 

施策の主な課題 
 緑の確保が⼀定程度進捗する⼀方で、ボランティアの⾼齢化等に伴い活動継続性の確保が困難にな

るなどの課題が生じてきており、若い世代の参加や活動参加者のスキルアップなど、⼈材確保・育成の
取組を進めるとともに、今後、⼀層の市⺠協働の取組の推進を図るため、多様な主体との協働によるグ
リーンコミュニティの形成に向けた取組を進める必要があります。 

 多様な市⺠、事業者等とともに、本市の多様なみどりを活⽤したさまざまな活動等を通して、みどりの新
たな価値の創出や、安心で心豊かな暮らしの実現に向けた取組を進める必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 

  多様な主体との協働によるグリーンコミュニティ形成に向けた取組の⼀層の推進 

  緑化フェアを契機とした多様なみどりを活⽤した安心で心豊かな暮らしの実現に向けた取組の
推進 

 
 

直接目標 
  多様な主体との協働、連携により緑を育む 

  

4 

3 

2 

1 

植樹祭の様⼦ 
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施策 3-3-1 協働の取組による緑の創出と育成 
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主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 
  

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間

における目標値
第２期実施計画期間

における目標値
第３期実施計画期間

における目標値

万本以上

2,450 か所以上
（平成26（2014）年度） （令和２（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

緑のボランティア活動の累計か所数
（建設緑政局調べ）

2,355 か所 2,304 か所 2,380 か所以上 2,420 か所以上

（令和７（2025）年度）

緑の活動に取り組んでみたい、又は
取り組んだことのある⼈の割合
（市⺠アンケート調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー67.4 % 75 %以上

（令和３（2021）年度）

150 万本以上
（平成26（2014）年度） （令和２（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度） （令和６（2024）年度）

市⺠150万本植樹運動による累
計植樹本数
（建設緑政局調べ）

61 万本 110 万本 75 万本以上 90

●「全国都市緑化かわさきフェア」開催及び多様な主体と連携した取組の推進

●「緑の基本計画」に基づく取組の推進

緑あふれる都市環境の向上
をめざし、「緑の基本計画」に
基づく施策の進⾏管理など、
緑に関する総合的な取組を
進めます。

・九都県市緑化施策
専⾨部会に関する調
整

緑の基本計画推進事業

継続実施

・緑政事業の総合的な
取組の推進及び進捗
管理

継続実施

事務事業名 令和７（2025） 令和８（2026）
年度 年度年度 年度 年度以降

現状 事業内容・目標
令和３（2021） 令和６（2024）

年度
令和４（2022） 令和５（2023）

全国都市緑化フェア事業
・実施体制の検討・調
整

・市制100周年記念
事業と連携したフェア実
施体制の構築

・基本・実施計画の策
定、実施設計及び開
催準備

・フェア開催
令和６（2024）年度開催
予定の全国都市緑化かわさ
きフェアを契機とした、都市の
中の「緑の価値」の創出に向
けた取組や、フェア開催後のレ
ガシーの形成に向けた取組を
推進します。

・基本計画骨⼦の策
定 ・基本・実施計画の検

討
・プラットフォームの試⾏
実施

事業推進

・レガシーの形成に向け
た取組の推進

・レガシーによる持続可
能な取組の推進

・プラットフォームの本格
稼働

事業推進

・多様な主体と連携し
た取組の検討・実施

・多様な主体と連携し
た取組の実施

・プラットフォームを活⽤
した多様な主体との連
携による取組の推進

●フェアを契機とした緑の価値の創出に向けた多様な主体と連携した取組の推進
・フェアを契機とした緑
の価値の創出に向けた
取組の推進

継続実施

・関連施策と連携した
取組の検討

継続実施

6 

5 
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 施策 3-3-1 協働の取組による緑の創出と育成 
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●地域緑化推進地区の認定・支援

●かわさき臨海のもりづくり区域の取組の推進

●緑化推進重点地区の取組

●市⺠150万本植樹運動の推進

●多様な主体による公園緑地等の管理運営のしくみの構築

・その他緑化推進重点
地区（５地区）にお
ける計画の進捗状況や
緑化推進に向けた課
題の抽出等検証作業
の実施

・その他緑化推進重点
地区（５地区）の現
況や動向、検証作業
を踏まえた取組の推進

・支援の実施 継続実施

・沿道の環境整備の推
進

・⾝近な緑化推進に関
する効果的な支援内
容の充実に向けた検討

検討の結果に基づく制
度の運⽤

●まちの樹の保存に向けた取組の推進
・まちの樹の保存に向け
た支援の実施

継続実施

・まちの樹の制度のあり
方の検討

検討の結果に基づく制
度の運⽤

・⼩杉地区の計画改
定

・東扇島地区における
沿道への植栽帯整備
の推進

・新百合丘地区、川崎
駅周辺地区、⼩杉地
区の改定計画に基づく
緑化の推進

・⾏政・事業者・個⼈
の植樹の取組の推進
及び市⺠150万本植
樹運動植樹祭の開催

・新百合丘地区、川崎
駅周辺地区の改定計
画に基づく緑化の推進

●緑化助成制度の啓発活動及び支援の実施

年度 年度 年度以降

・公園緑地における
Park-PFI等の⺠間活
⼒導入の推進

市⺠、事業者との協働による
緑化の推進、普及啓発を⾏
い、環境の改善、景観向上に
向けたまちづくりを進めます。

・検討結果を踏まえ
た、花と緑に囲まれたう
るおいあるまちづくりに資
する支援の実施

現状 事業内容・目標
令和３（2021） 令和４（2022） 令和５（2023） 令和６（2024） 令和７（2025） 令和８（2026）

年度 年度 年度

事業推進
都市緑化推進事業

・地区の認定（R3︓
新規２地区）と花苗
等支援の実施

・地区の認定（年新
規２地区）と花苗等
支援

事務事業名

市⺠150万本植樹運動
事業

ヒートアイランド現象の緩和や
都市景観の向上等に向け、
市⺠・ 事業者との協働によ
り、市制100周年を迎える令
和６（2024）年度までに、
市⺠⼀⼈⼀本運動を展開
し、150万本の植樹をめざし
て植樹運動を推進します。

・社会変容を踏まえた
植樹の考え方や事業の
あり方の検討

・地域特性を踏まえた
効果的かつ継続的な
支援内容等の検討

・市⺠150万本植樹
達成

事業推進

公園緑地公⺠連携推進
事業 継続実施 事業推進

・検討の結果を踏まえ
た取組の推進

・池上新町南緑道にお
けるPark-PFI等の⺠
間活⼒導入
・橘公園における社会
実験

・公園の賑わい創出及
び魅⼒向上の取組の
推進

継続実施

・稲⽥公園における⺠
間活⼒導入の検討

・稲⽥公園における
Park-PFI等の⺠間活
⼒導入

・事業推進

・事業推進・橘公園におけるPark-
PFI等の⺠間活⼒導
入

公園緑地への更なる⺠間活
⼒の導入や多様な 主体との
連携により、公園緑地の柔軟
かつ多様な利活⽤を推進す
るとともに、持続可能な管理
運営のしく みの構築に向けて
取組を進めます。
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●グリーンコミュニティの形成に向けた取組の推進

●「生物多様性かわさき戦略」に基づく取組の推進

●生物多様性の保全に関する普及啓発の実施

年度 年度 年度以降
令和４（2022）

グリーンコミュニティ形成事
業 ・グリーンコミュニティの形

成に向けた既存のボラ
ンティア支援制度の⾒
直しの検討

・既存制度の⾒直し ・⾒直しに基づくボラン
ティア支援の推進

事業推進

管理運営協議会等の設⽴の
促進や、緑に関わ る⼈材の
育成や発掘、活⽤を通じて、
グリーンコミュニティの形成に向
けた取組を推進します。また、
⼈材育成、活⽤を学ぶプログ
ラムを通し て、質の⾼い公園
緑地空間を創出します。

・管理運営協議会等
の設⽴促進と活動支
援

継続実施

●新たな緑の⼈材の育成に向けた取組の推進

・緑化フェアにおける取
組の推進

令和６（2024）

現状 事業内容・目標
令和５（2023） 令和８（2026）令和７（2025）事務事業名

年度 年度 年度

生物多様性推進事業
・戦略の改定 ・戦略に基づく取組の

推進
事業推進

生物多様性基本法に基づく
地域戦略である「 生物多様
性かわさき戦略」に基づき、生
物多様性への配慮意識の向
上や、地域に息づく 生き物の
生息生育環境の保全、生き
物などの情報収集・発信の取
組を推進します。

∘⾝近な生き物の情報を募集し地図情報としてわかりやすく発信するサイト「かわさき生き物マップ」の運⽤
R2「かわさき生き物マッ
プ」の投稿件数︓832
件

「かわさき生き物マップ」
の投稿件数︓2,000
件以上

「かわさき生き物マップ」
の投稿件数︓2,000
件以上

「かわさき生き物マップ」
の投稿件数︓2,000
件以上

「かわさき生き物マップ」
の投稿件数︓2,000
件以上

∘各種イベントでのパネル展示やリーフレットの配布

・緑の保全や創出・⼈
材育成、活⽤を学ぶプ
ログラムの検討

・プログラムの策定及び
試⾏

・プログラムを活⽤した
多様な主体との協働の
取組

令和３（2021）

・取組の推進 継続実施
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施策3-3-2 魅⼒ある公園緑地等の整備 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 公園緑地は、都市の安全性の確保、良好な都市環境

の形成、スポーツ・レクリエーション活動や地域コミュニティ
活動の場のほか、災害発生時の避難場所、救援活動
拠点など重要な役割を果たしていることから、⾝近な公
園については、地域の実情に応じて計画的に整備する
とともに、多様な主体が活動している生⽥緑地などの大
規模な公園緑地については、その⽴地特性等を踏まえ、
個性と魅⼒のある整備に取り組んでいます。 

 等々⼒緑地及び富⼠⾒公園については、ライフスタイル
の変化等に対応した多様な利活⽤や⺠間活⼒を導入
した持続可能な公園の管理運営に向けた取組を進めています。 

 

施策の主な課題 
 公園緑地については、災害時の避難場所や地域コミュニティの形成の場として活⽤されるなど、貴重な

オープンスペースとして再認識されており、利⽤価値を⾼めながら、誰もが利⽤しやすい特⾊ある公園緑
地づくりを進めていく必要があります。 

 等々⼒緑地については、社会環境の変化による新たな課題や自然災害リスクの⾼まり等を踏まえ、⺠
間活⼒の導入を前提に、魅⼒ある公園緑地等の整備に向けた取組を進める必要があります。 

 ⽼朽化の進んだ公園の再整備やバリアフリー化を進めるとともに、⻑寿命化の取組により、遊具などの公
園施設の適切な維持管理を継続する必要があります。 

 公園緑地の柔軟かつ多様な利活⽤の推進及び持続可能な管理運営のしくみの構築と多様なニーズ
に対応した市⺠満⾜度の⾼い都市公園等を創出していくために、⺠間の発想や運営ノウハウを活⽤し
たパークマネジメントの取組を進める必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 

  公園緑地の⽴地特性や地域ニーズ等を踏まえた、都市の価値を⾼め、魅⼒ある公園緑地づく
りの推進 

  まちの賑わいの向上に向けた、⺠間活⼒の導⼊などによる大規模公園緑地の整備推進 

  予防保全型の維持管理など公園施設の適切な維持管理の推進 

  公園緑地の柔軟かつ多様な利活⽤や持続可能な管理運営に向けたパークマネジメントの推
進 

 

3 

2 

1 

生⽥緑地ピクニックデーの様⼦ 
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直接目標 
  豊かな市⺠生活を実現するため、都市に緑と⽔のオープンスペースを創出する 

 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 
  

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間

における目標値
第２期実施計画期間

における目標値
第３期実施計画期間

における目標値

5.0 m2／⼈以上

（平成26（2014）年度） （令和２（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

１⼈あたりの公園緑地⾯積
（建設緑政局調べ）

5.0 ㎡／⼈ 4.9 m2／⼈ 5.0 m2／⼈以上 5.0 m2／⼈以上

（令和３（2021）年度） （令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

公園緑地の整備・管理状況につい
ての満⾜度
（市⺠アンケート）

第２期実施計画
から新たに設定 ー63.4 ％ 63 ％以上 65 ％以上

●富⼠⾒公園再編整備に向けた取組の推進

●等々⼒緑地再編整備の推進

・施設の設計等及び整
備に向けた手続の実施

再編整備工事
(R8〜R11)
〔2026〜
2029〕

事業推進

・⼀部完成

・⺠間事業者による管
理運営

・完成

事業推進

再編整備工事
完了予定

(R9)〔2027〕

社会環境の変化による新た
な課題等に対応し、安全・安
心で魅⼒あふれる公園の実
現に向けて、⺠間活⼒を導
入した緑地全体の再編整備
を推進します。

・緑化フェアと連携した
取組の推進

・事業完了

●⺠間活⼒導⼊に向けた取組の推進
・⺠間活⼒導入手法
の決定

・⺠間事業者の公募・
選定

・⺠間事業者による既
存施設の⼀体的管理
の開始

事業推進
都心における総合公園である
富⼠⾒公園の機能回復を図
り、⺠間活⼒を導入した施設
の再編整備を進めます。

・緑化フェアと連携した
取組の推進

・事業完了

●⺠間活⼒導⼊による再編整備及び管理運営
・⺠間事業者公募 ・⺠間事業者選定

・再編整備工事

●⽼朽化した施設の先⾏整備

富⼠⾒公園整備事業
・「富⼠⾒公園再編整
備基本計画」の策定

・計画に基づく取組の
推進

・川崎富⼠⾒球技場
照明塔改修工事

等々⼒緑地再編整備事
業 ・「等々⼒緑地再編整

備実施計画」の改定
・計画に基づく取組の
推進

事務事業名 令和７（2025） 令和８（2026）
年度 年度 年度 年度以降

現状 事業内容・目標
令和３（2021） 令和６（2024）

年度
令和４（2022）

年度
令和５（2023）

6 

5 

4 
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●「生⽥緑地整備の考え⽅」に基づく取組の推進

●適正な植生管理に向けた取組の推進

●⺠間活⼒導⼊による管理運営の推進

●地域の特性に合わせた魅⼒ある公園づくりの推進

●バリアフリー整備の実施

●身近な公園の整備の実施

●防犯機能を有する施設管理⽤カメラの設置

・稲⽥公園の再整備
工事

・施設管理⽤カメラ設
置の推進

・施設管理⽤カメラの
適切な管理

・計画に基づく取組の
推進

・その他地区における植
生調査、管理方針の
策定及び既存方針の
⾒直し

・次期⺠間活⼒導入
に向けた取組の推進

・稲⽥公園の再整備に
向けた整備設計

・エントランスや園路な
どバリアフリー化に向けた
整備の実施

継続実施

・中野島３丁目公園
整備工事
・東名犬蔵公園整備
基本設計

・⻄⻑沢公園整備の
基本設計

・新たな設置手法の検
討

・新たな設置手法の実
施

・⻄⻑沢公園整備工
事

・その他⾝近な公園に
おける整備の実施

・考え方に基づく取組の
推進

継続実施

・「東生⽥２丁目地区
の基本方針」に基づく
取組の推進

継続実施

・ばら苑管理運営整備
方針の策定に向けた検
討

・方針に基づく取組の
推進

現状
令和３（2021）

事業内容・目標

年度以降
令和５（2023）

年度 年度
令和７（2025） 令和８（2026）

年度

事業推進

令和６（2024）
年度

・方針策定

年度

●「生⽥緑地ビジョン」に基づく取組の推進
・ビジョンの改定に向け
た検討

魅⼒的な公園整備事業
・公園の再整備の推進 ・⺠間活⼒導入などに

よる公園の再整備の推
進

地域特性に合わせ た魅⼒あ
る施設の整備や⽼朽化の進
んだ公園の再整備・ バリアフ
リー化などの取組により、⺠間
活⼒を導入しながら、利⽤価
値が⾼まるよう魅⼒的な公園
の整備を進めます。

・若者文化施策等と連
携したスポーツ施設整
備

・対象公園拡大に向け
た取組

本市最大の緑の拠点である
生⽥緑地について、自然環
境を活かした総合公園として
整備を進めます。

令和４（2022）事務事業名

・「⺠家園植生管理計
画」案の策定

・計画の策定

・ビジョンの改定 ・ビジョンに基づく取組の
推進

生⽥緑地整備事業

・エリアの価値を⾼める
質の⾼い公園緑地空
間の創出に向けた整備
の推進の検討

・エリアの価値を⾼める
質の⾼い公園緑地空
間の創出に向けた整備
の推進

・東名犬蔵公園整備
実施設計

・東名犬蔵公園整備
工事

・緑化フェアと連携した
取組の推進

・事業完了

事業推進

・⺠間活⼒導入による
管理運営の推進

325



 
施策 3-3-2 魅⼒ある公園緑地等の整備 

 

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 
基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
行
管
理
・
評
価 

  

●市営霊園整備に向けた取組の推進

●無縁改葬の推進と墓所の循環利⽤の推進

●「公園施設⻑寿命化計画」に基づく取組の推進

●渋川環境整備の推進

●「二ヶ領⽤⽔総合基本計画」に基づく施設の整備等

事務事業名

河川環境整備事業
河川や水路について、環境に
配慮した都市景観の形成や
賑わいとうるおいのあるまちづく
りの⼀環として、親水空間の
整備を進めます。

・「生物の水辺ゾーン」
の整備

事業推進

年度

事業内容・目標
令和７（2025） 令和８（2026）令和５（2023） 令和６（2024）

年度
令和３（2021） 令和４（2022）

・計画に基づく施設等
の整備・更新

継続実施

・公園施設（遊具）
の整備（市ノ坪中村
通公園ほか）

・公園施設（遊具）
の整備（野川南台公
園ほか）

・公園施設（遊具）
の整備（栗⽊公園ほ
か）

・公園施設（遊具）
の整備

・公園施設（橋りょ
う）の改修（むじなが
池公園）

・公園施設（夜間照
明塔）の整備（大師
公園）

・公園施設（遊具）
の整備（⼩⽥第２公
園ほか）

⻑寿命化計画の次期
計画策定

・「にぎわいの水辺ゾー
ン」の整備

事業推進

・緑ヶ丘霊園における
⼩区画の⼀般墓所整
備

継続実施

年度以降年度 年度 年度

現状

事業推進
⻑寿命化の取組により、遊具
などの公園施設の効果的な
維持管理を進めます。

・整備設計のための測
量

継続実施

市営霊園の整備
・「川崎市営霊園整備
計画」の改定

・計画に基づく取組の
推進

公園施設⻑寿命化事業
・遊具等の公園施設の
点検と適切な維持管
理

継続実施

・早野聖地公園次期
整備区域における合葬
型墓所のあり方の検討

市営霊園において、安定した
墓所供給や適切な管理運
営を進めます。

・早野聖地公園次期
整備区域における造
成・基盤整備

継続実施

・取組の推進 継続実施
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●公園や地域の賑わい創出に向けた取組の推進

●公園内有料施設の適正管理

継続実施

適切な飼育管理を⾏うととも
に、多様な主体との連携によ
り、動物とのふれあいや環境
学習の場、さらには⼈々の交
流を生む場として親しまれる
動物公園をめざし、公園や地
域の賑わい創出に向けた取
組を進めます。

∘協働の取組の推進
・サポーター制度の充実
に向けた検討

夢⾒ヶ崎動物公園にぎわ
い創出事業

現状 事業内容・目標
令和３（2021） 令和４（2022） 令和５（2023） 令和６（2024） 令和７（2025）

・東側広場工事、園路
整備工事、動物展示
施設改修工事の実施

年度以降

・動物公園全体の特
⾊を活かしたプログラ
ム・イベントの実施

・事業者公募 ・指定管理者による管
理

・展示や飼育環境の改
善に向けた取組の推進

・更なる魅⼒向上のた
めの動物展示飼育施
設の検討

・新たな財源確保に向
けた検討

・検討結果を踏まえた
取組推進

∘魅⼒向上に向けた取組の推進
・動物園まつりやゆめみ
⾞マルシェなどの賑わい
創出に向けたイベント
等の実施

継続実施

・動物公園全体の特
⾊を活かしたプログラ
ム・イベントの検討

・⺠間活⼒導入に向け
た検討

・東側広場設計、園路
整備設計、動物展示
施設改修設計の実施

事業推進

令和８（2026）

∘施設整備に向けた取組の推進
・利⽤者利便施設、園
路設計の実施

・利⽤者利便施設工
事

年度 年度 年度 年度 年度

・工事完了

事務事業名

・良好に利⽤されている
公園の事例の調査・検
討
・新たなルールづくりの
柔軟な運⽤と周知に
向けた取組

・周知・運⽤開始

・緑化フェアと連携した
取組の推進

・事業完了

公園緑地の適正管理運
営事業 ・適正管理の実施 継続実施 事業推進

・許認可事務の適正
執⾏公園緑地の適正管理に向け

て、管理主体である各区役
所道路公園センターと連携
し、許認可業務、運動施設
等の利⽤調整及び財産管理
を適切に実施し ます 。また、
⺠間活⼒導入後の持続可
能な管理運 営を 推進 しま
す。

●公園緑地等の管理運営の推進
・公園の適正な管理運
営の推進

・⺠間活⼒導入などに
よる公園の管理運営の
推進

・大師公園及び近隣
野球場の包括的指定
管理導入に向けた事
業者公募

・大師公園及び近隣
野球場の包括的指定
管理による管理運営の
推進
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施策 3-3-3 多摩丘陵の保全 

 

政
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基
本
政
策
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基
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策
４ 
基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
行
管
理
・
評
価 

施策3-3-3 多摩丘陵の保全 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 市内に残された貴重な緑地、樹林地は、生物多様性の

保全や市域を特徴づける景観形成などを進める上で大
切な環境資源であることから、「特別緑地保全地区の指
定」などの緑地保全制度を活⽤した取組や、企業・教育
機関等と連携した保全地区内での⾥⼭の保全管理活
動・環境教育など、効果的な緑地保全の取組を進めて
います。 

 王禅寺四ツ⽥緑地を「四ツ⽥わんぱくの森」として、⼀般
開放するなど、保全緑地における利活⽤と保全の好循
環の創出に向けた取組を進めています。 

 ⾸都圏で貴重な自然環境を有している多摩・三浦丘陵に関係する13自治体が「多摩・三浦丘陵の
緑と水景に関する広域連携会議」などを通して相互の課題を認識し、丘陵全体に必要な諸施策を広
域的かつ効果的に検討するとともに、多様な主体と連携したイベントの開催など緑と水景の保全・再
生・創出・活⽤に向けた取組を⾏っています。 

 

施策の主な課題 
 ⺠間開発や相続などを契機として緑地の減少がみられることから、「特別緑地保全地区」の指定など緑

地保全に関わるさまざまな制度の活⽤や、市⺠等による効果的な緑地・⾥⼭の保全・活⽤を推進し、
ヒートアイランド現象の緩和や生物多様性に寄与する貴重な緑地や美しい⾥地・⾥⼭を次世代に継
承していく必要があります。 

 特別緑地保全地区などにおいて、⾝近な自然環境と触れ合う⼦どもたちの遊び場、学ぶ場などを創出
するなど、多様な利活⽤に向けた取組を⼀層推進する必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 

  さまざまな制度を活⽤した緑地保全の取組の推進 

  市⺠等による効果的な緑地・⾥⼭の保全や、保全緑地の多様な利活⽤の⼀層の推進 

 
 

直接目標 
  市域に残された緑地、⾥⼭を再生、保全し、次世代に継承する 

 

⾥⼭保全活動の様⼦ 

4 

3 

2 

1 

328



   
 施策 3-3-3 多摩丘陵の保全 

政
策
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別
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画 
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論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
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策
３ 

基
本
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策
４ 

基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
行
管
理
・
評
価 

主な成果指標 

 
※ 緑地保全制度で保全された樹林地で、散策などに市⺠が利⽤できる緑地 

 

計画期間の主な取組 
 

 
  

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間

における目標値
第２期実施計画期間

における目標値
第３期実施計画期間

における目標値

300 ha以上
（平成26（2014）年度） （令和３（2021）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

緑地保全⾯積
（建設緑政局調べ）

232 ha 251 ha 272 ha以上 285 ha以上

9 か所以上
（平成26（2014）年度） （令和３（2021）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

企業・教育機関等の参加による保
全活動累計か所数
（建設緑政局調べ）

4 か所 5 か所 5 か所以上 7 か所以上

（令和３（2021）年度） （令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

市⺠が利⽤できる緑地※の累計か
所数
（建設緑政局調べ）

第２期実施計画
から新たに設定 ー30 か所 27 か所以上 32 か所以上

●特別緑地保全地区等の緑地保全に向けた取組の推進

●特別緑地保全地区における買⼊れ申出に伴う土地の取得

●斜⾯地の安全対策の実施

●企業や教育機関等の参加による保全活動の実施

●市⺠利⽤のための施設整備

●保全緑地等の適正な維持管理

●保全緑地における利活⽤と保全の好循環の創出

・保全緑地の樹⽊等の
維持管理

・方針に基づく整備及
び管理

継続実施

・持続可能な運営に向
けた取組の推進

事業推進
緑地保全の推進により、市域
の都市景観の向上、地球温
暖化対策、生物多様性の保
全等を図ります。また、緑地
保全カルテを更新し 、優先度
の⾼いものから、市⺠協働の
手法を取り入れた緑地保全
を⾏い、植生管理や安全管
理など適正な管理を進めま
す。

・⼟地取得の実施 継続実施

・⻑尾特別緑地保全
地区の安全対策の実
施

・生⽥榎⼾特別緑地
保全地区の安全対策
の実施

・橘特別緑地保全地
区の安全対策の実施

・多摩特別緑地保全
地区の安全対策の実
施

・⻄生⽥緑の保全地
域の安全対策の実施

緑地保全管理事業
・現状等調査、地権者
交渉の実施

・緑地保全カルテ更新
に向けた緑地の現況調
査

・緑地保全カルテの更
新

令和７（2025）

現状 事業内容・目標
令和３（2021）

年度
令和４（2022）

年度
令和８（2026）

年度 年度 年度 年度以降
令和６（2024）令和５（2023）

・⾼石特別緑地保全
地区の整備

・栗⽊⼭王⼭特別緑
地保全地区の設計

・栗⽊⼭王⼭特別緑
地保全地区の整備

・施設整備の検討

・方針の策定

・王禅寺四ツ⽥緑地に
おける取組の推進

・対象保全緑地の拡
大に向けた取組

・保全緑地等における
樹林地管理の方針策
定検討

事務事業名

・保全活動の実施 継続実施

・⾼石特別緑地保全
地区の設計

6 

5 
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●「⿊川地区緑地保全活⽤基本計画」に基づく取組の推進

●市⺠等との協働による緑地の保全・活⽤

●企業、教育機関等の協働による緑地保全の取組推進

・新たなプラットフォーム
による持続的な取組の
推進

・緑化フェアとの連携に
よる情報発信

・「多摩・三浦丘陵の
緑と水景に関する広域
連携会議」の開催

継続実施

・多摩・三浦丘陵の魅
⼒を発信するイベントの
開催

継続実施

・広域連携プラット
フォームの形成による取
組の推進

・８か所以上 ・９か所以上

・大学連携による新た
な緑地の保全・活⽤の
推進

●広域連携プラットフォームの形成による取組推進

∘大学連携による新たな緑地管理の推進

・担い手不⾜の解決に
向けた取組の試⾏実
施

∘「かわさき⾥⼭コラボ」事業の推進
・５か所 ・７か所以上 ・８か所以上

∘保全管理計画に基づく取組の推進
・保全管理計画の策
定・更新

・保全管理計画に基づ
く取組の推進

∘保全活動団体の支援
・取組の情報発信

∘体験学習、⾥⼭の利活⽤等の推進
継続実施・利活⽤イベントの支

援

・⿊川地区の特⾊を活
かしたプログラムの検
討・試⾏実施

・⿊川地区の特⾊を活
かしたプログラムの実施

継続実施

年度以降

・⿊川海道特別緑地
保全地区の取組の実
施

継続実施 事業推進

・⿊川伏越特別緑地
保全地区の取組の実
施

継続実施

年度

協働による⾥⼭管理事業
∘地元住⺠と連携した樹林地の植生管理

現状 事業内容・目標
令和３（2021） 令和４（2022） 令和７（2025） 令和８（2026）

市⺠・ 企業・教育機関・ ボラ
ンティア団体等との協働によ
り、保全管理計画書の策定
や環境教育等を実施し 、市
内に残された緑地・⾥地⾥⼭
環境を次世代に継承していき
ます。

・担い手不⾜の解決に
向けた取組の実施

・担い手不⾜の解決に
向けた取組の検討

・大学連携による新た
な緑地管理手法の検
討

・保全活動イベントの
実施

事務事業名 令和５（2023） 令和６（2024）
年度 年度 年度 年度
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 施策 3-3-4 農地の保全・活⽤と「農」とのふれあいの推進 
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施策3-3-4 農地の保全・活⽤と「農」とのふれあいの推進 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能

の優れた農地等を計画的に保全するため、生産緑地地区
の指定事務を⾏うとともに、特定生産緑地の指定を⾏ってい
ます。 

 農地が有する多⾯的機能を活かすため、大規模地震発生
時における市⺠の安全確保と円滑な復旧活動に資するとと
もに、農地の防災空間としての役割について市⺠の理解を
深めることを目的に、JAセレサ川崎等と連携し、農地所有
者の協⼒により防災農地の登録を進めています。 

 「農」とのふれあいによる農業への理解促進を図るため、市⺠
農園等の確保に努めるとともに、従来の市が管理する市⺠農園から利⽤者組合が管理運営を⾏う地
域交流農園への移⾏を⾏っています。 

 

施策の主な課題 
 都市農地は、都市に「あるべきもの」とされており、多⾯的機能を有する農地の保全・活⽤の重要性は

⾼まっています。その⼀方で市内農地は今後も減少が⾒込まれているため、引き続き関連法令の制
定・改正等の国の動きを踏まえた対応も含めて、農地の保全・活⽤に向けた取組を⼀層推進していく
必要があります。 

 地場農産物のニーズや、「農」に触れ合いたいとする市⺠のニーズは⾼く、市内農業への関心が⾼まって
います。⼀方で、農薬散布や堆肥の臭気等、依然として市⺠の理解が得られにくい⾯もあるため、市⺠
の都市農業に対する理解の促進に向け、効果的なPRを積極的に⾏っていく必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 

  多⾯的な機能を有する都市農地の保全・活⽤に向けた取組の推進 

  農地の利⽤意向把握や利⽤権設定等の促進による農地の利⽤集積・集約化の推進 

  多様な主体との連携による、市⺠が「農」に触れる場の提供促進 

  都市農業に対する理解の促進に向けた効果的なPRの実施 

 
  

1 

資料︓「固定資産概要調書」 
（⾮課税農地を除く） 
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施策 3-3-4 農地の保全・活⽤と「農」とのふれあいの推進 
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直接目標 
  多⾯的な役割を果たしている貴重な農地を市⺠とともに継承する 

 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 

  

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間

における目標値
第２期実施計画期間

における目標値
第３期実施計画期間

における目標値

㎡ ㎡ ㎡以上 ㎡以上 ㎡以上
（平成26（2014）年度） （令和３（2021）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度）

生産緑地の年間新規指定⾯積
（経済労働局調べ）

12,000 14,260 12,000 12,000 12,000
（令和７（2025）年度）

（令和７（2025）年度）

か所 か所 か所以上 か所以上 か所以上
（平成26（2014）年度） （令和３（2021）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度）

防災農地の年間新規登録数
（経済労働局調べ）

7 17 8 8 8
（令和７（2025）年度）

ha ha以上
（令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

都市農業に対する関心度
（市⺠アンケート）

第３期実施計画
から新たに設定

54.8 ー ー

利⽤権設定等の集積⾯積
（経済労働局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定

8.7 ー ー 10.0

㎡ ㎡ ㎡以上 ㎡以上 ㎡以上
（平成26（2014）年度） （令和２（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和３（2021）年度）

市⺠農園等の累計⾯積
（経済労働局調べ）

73,790 85,786 78,000 105,000 111,000

59％ ％以上
（令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

●生産緑地地区の指定や、利⽤権設定等農地の貸借の推進による都市農地の保全

●大規模震災時に⼀時避難所として利⽤される市⺠防災農地の確保

●⾥地⾥⼭の整備・管理、⾥地⾥⼭等利活⽤実践活動による⼈材育成

●グリーン・ツーリズムの普及・啓発の推進

●大型農産物直売所「セレサモス」と連携した都市農業の振興

・利⽤権設定等農地
の貸借の推進

・遊休農地の利⽤意
向調査結果を活⽤し
た農地集積の実施
・関係機関等と連携し
た新たな担い手への貸
借マッチングの実施

利⽤権設定等の集積
⾯積︓8.7ha

利⽤権設定等の集積
⾯積︓9.1ha以上

利⽤権設定等の集積
⾯積︓9.4ha以上

利⽤権設定等の集積
⾯積︓9.7ha以上

利⽤権設定等の集積
⾯積︓10.0ha以上

・市⺠防災農地の登
録の推進

継続実施

登録数︓17か所 登録数︓８か所以上 登録数︓８か所以上 登録数︓８か所以上 登録数︓８か所以上

・⾥地⾥⼭・農業ボラ
ンティア育成講習の開
催

継続実施

・ホームページ等による
情報発信

継続実施

・農業情報センターを
拠点としたイベント等の
開催

継続実施

農環境保全・活⽤事業
・生産緑地、特定生産
緑地制度の周知及び
指定の推進

継続実施 事業推進
良好な農環境を保全するとと
もに、都市農業を振興し、多
⾯的な機能を有する農地の
活⽤を図ります。

生産緑地地区の新規
指定⾯積︓
14,260m2

生産緑地地区の新規
指定⾯積︓
12,000m2以上

生産緑地地区の新規
指定⾯積︓
12,000m2以上

生産緑地地区の新規
指定⾯積︓
12,000m2以上

生産緑地地区の新規
指定⾯積︓
12,000m2以上

事務事業名
現状

令和８（2026）
年度 年度 年度 年度以降

令和３（2021） 令和４（2022） 令和５（2023） 令和６（2024） 令和７（2025）
年度 年度

事業内容・目標

6 

5 

4 
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 施策 3-3-4 農地の保全・活⽤と「農」とのふれあいの推進 
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基
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策
２ 

基
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基
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基
本
政
策
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区
計
画 

進
行
管
理
・
評
価 

 

 

  

●市⺠が「農」に触れる場としてのイベントの開催

●直売イベント等を通じた地産地消の推進

●市⺠農園の効率的な管理運営

●市⺠農園の地域交流農園への円滑な移⾏に向けた調整及び地域交流農園の普及支援

●農業者が開設する市⺠ファーミング農園や農作業の指導を⾏う体験型農園の普及支援

「農」に触れ合いたいとす る市
⺠ニーズに応えるとともに、市
⺠の都市農業への理解促進
を目的とし て、かわ さき地産
地消推進協議会を主体とし
た各種「 農」 イベントや「 花と
緑の市⺠フェア」の開催などに
より、市⺠が「農」を知る機会
を提供します。
市⺠が「農」に触れる場づくり
を推進するため、川崎市市⺠
農園の管理運営を⾏うととも
に、農業者が開設する市⺠
ファーミング農園や農作業の
指導を⾏う体験型農園につ
いて制度の普及・啓発を⾏い
ます。

支援数︓11農園 支援数︓11農園 支援数︓11農園 支援数︓11農園 支援数︓11農園

∘市内産農産物の品評会や即売会等により、都市農業への理解促進を目的としたイベントの開催

支援数︓２農園 支援数︓２農園 支援数︓２農園 支援数︓２農園 支援数︓２農園
・体験型農園の普及･
運営等支援

継続実施

支援数︓６農園

・市⺠ファーミング農園
の普及･開設等支援

継続実施

来場者数︓０⼈（中
⽌）
（R1︓50,000⼈）

・イベント等の開催 継続実施
農産物直売会の開催
数︓１回
（R1︓16回）
料理教室の開催数︓
０回（オンライン配信
により実施）
（R1︓２回）
「かわさき地産地消推
進協議会」の開催︓
３回

・管理運営及び定期
的な利⽤者の募集

・普及･運営支援及び
利⽤者の募集

継続実施

支援数︓４農園 支援数︓４農園 支援数︓５農園

継続実施

支援数︓５農園

市⺠・「農」交流機会推進
事業

・フェアの開催 ・フェアの開催・実施手
法の⾒直し

事業推進

事務事業名 令和４（2022） 令和５（2023） 令和６（2024）
現状 事業内容・目標

年度 年度 年度以降
令和３（2021） 令和７（2025） 令和８（2026）

年度 年度 年度
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施策 3-3-5 多摩川の魅⼒を活かす総合的な取組の推進 
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策
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基
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進
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施策3-3-5 多摩川の魅⼒を活かす総合的な取組の推進 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 多摩川は、⾸都圏における貴重な自然環境と多様な

生命が共存する空間であるとともに、多摩川河川敷の
運動施設等は、さまざまなスポーツ・レクリエーションの場
として利⽤されており、市⺠共有の大切な財産となって
います。こうしたことから、「新多摩川プラン」に基づき、か
わさき多摩川ふれあいロード拡幅等の安全対策や、多
様な主体と連携したイベント等のほか、市⺠との協働や
流域自治体との連携による環境学習や体験活動などを
⾏っています。また、パークボール場やバーベキュー広場
の適正な管理を⾏うなど、多摩川の魅⼒向上に向けた
取組を進めています。 

 
 

施策の主な課題 
 これまでの市⺠や流域自治体との連携に加え、⺠間事業者との連携など、多摩川の更なる魅⼒向上

や利活⽤に向けた取組を引き続き進める必要があります。 

 

施策の⽅向性 
 

  ⺠間活⼒の導⼊など多摩川の利活⽤による賑わいの創出に向けた取組の推進 

  市⺠との協働や流域自治体等との連携による多摩川の魅⼒向上に向けた取組の推進 

 
 

直接目標 
  多くの市⺠が「憩い」「遊び」「学ぶ」多摩川の魅⼒を⾼める 

 
 
 
 
 
 

1 

丸⼦の渡しの様⼦ 

4 

3 

2 
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 施策 3-3-5 多摩川の魅⼒を活かす総合的な取組の推進 
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画 
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理
・
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主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名　　　　　称
（指標の出典）

％以上 41 ％以上 45

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における目標値

第２期実施計画期間
における目標値

第３期実施計画期間
における目標値

多摩川を利⽤したことがあり、魅⼒
を感じる⼈の割合
（市⺠アンケート）

％以上
（平成27（2015）年度） （令和３（2021）年度） （平成29（2017）年度）

87.4 % 95 %以上
（令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

6,000 ⼈以上
（令和２（2020）年度） （令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

多摩川におけるイベントの参加者満
⾜度
（建設緑政局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー

（令和３（2021）年度） （令和７（2025）年度）

渡し場イベントの参加者数
（建設緑政局調べ）

第２期実施計画
から新たに設定 ー500 ⼈ 4,900 ⼈以上

37.7 ％ 43.5 ％ 38

●「新多摩川プラン」に基づく事業の推進

事務事業名

・パークボール場やバー
ベキュー広場の適正な
運営

・賑わい創出に向けた
⺠間活⼒導入による
取組の推進（⾒晴らし
公園、丸⼦橋、登⼾
地区広場）

・⺠間活⼒導入による
取組の拡充

∘協働による取組の推進
・市⺠や流域自治体と
の協働・連携による取
組の推進

継続実施

・取組実施

継続実施

∘若者文化施策等と連携したスポーツ施設整備

令和７（2025）

現状 事業内容・目標
令和８（2026）

年度 年度 年度 年度以降
令和６（2024）令和５（2023）令和３（2021）

年度
令和４（2022）

年度

多摩川プラン推進事業
・事業推進 事業推進

多摩川河川敷の運動施設や
便益施設の再整備、利⽤の
マナーアップに取り組むなど、
多摩川が市⺠に⾝近な存在
になるよう魅⼒向上の取組を
進めるとともに、更なる魅⼒
向上を図るため、水辺の賑わ
い創出に向けた取組を進めま
す。

・改定に向けた検討 ・改定

●多摩川河川敷の運動施設等の整備
・施設の再整備 継続実施
・かわさき多摩川ふれあ
いロードの延伸、拡幅、
路⾯標示等の整備

継続実施

●多摩川の魅⼒を活かす取組の推進
∘⺠間活⼒導入による取組の推進
・指定管理施設の適
正な運営

∘イベント等による魅⼒向上に向けた取組の推進
継続実施

・施設整備に向けた検
討・検証

・施設整備

6 

5 
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施策 3-3-5 多摩川の魅⼒を活かす総合的な取組の推進 
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●⽔辺の楽校の活動支援

年度
令和７（2025） 令和８（2026）

・活動支援の実施 事業推進

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021） 令和４（2022） 令和５（2023） 令和６（2024）
年度 年度 年度 年度 年度以降

市⺠との協働や流域自治体
との連携により、環境学習や
体験活動の取組を進め、さま
ざまな機会を通して多摩川の
魅⼒を発信します。

多摩川市⺠協働推進事
業

・多様な主体との協働
や担い手の確保に向け
た緑化フェアと連携した
広報等の実施

●流域自治体との協働、連携の取組の推進
・水辺の楽校、渡しの
復活、上流体験など、
流域自治体との協働
連携の取組の実施

・流域自治体との協働
連携の取組の実施

・オンラインセミナー等
ICTを活⽤した取組の
推進

●二ヶ領せせらぎ館や大師河原⽔防センターによる情報発信拠点の取組の推進
・情報発信の実施 ・動画配信等ICTを活

⽤した取組の推進

活動支援の実施:９回

・事業完了
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